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公募要項_新旧対照表
新(Version5) 旧(Version4)

＜修正＞
・本改訂により、⽬次を修正した

＜変更＞
・2020年8⽉26⽇以降に開催される公演について、無観
客公演の「リアルタイムフル配信」の要件を緩和することと
し、緩和内容に関する説明を記載した
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＜修正＞
・「チケット販売関係費」に「払戻し⼿数料」を含むことを明
記した

・「感染予防対策費」に「新型コロナウイルス感染症への感
染の有無を確認するための検査費」を含むことを明記した

＜修正＞
・掲載情報に関する記載を明確化した上で、重要事項を
⾚⽂字で強調する形式へ修正した
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＜修正＞
・「公演延期等確認書」のフォーマットに、「ご確認をいただ
いた会社（事業者）⼜は団体の上記公演における役
割」を明記する形式に修正した

・会場、プレイガイド以外が「公演延期等確認書」の作成
者である場合の記載⽅法に関する注意書きの内容を修
正した

＜修正＞
・⻑期契約を結び、毎回発注しないような経費に関して
は、毎回発注しない旨が記載されている契約書の写しを
提出することによって事前着⼿届出書の提出対象から除
外することができることを明記した

応募書類・応募方法　15申請　41

⑥その他（該当者のみ）
事前着手届出

+

記入例（1 回公演用） 記入例（同一会場複数回公演用） 記入例（別紙明細）

申請時に「事前着手のための届出書」を提示することで、交付決定日より前に発注した経費についても、補助対象経費として認められる
場合があります。

※賃料、権利使用料、水道光熱費などで、長期契約を結び特に毎回発注（および請求）しないような経費に関しては、毎回発注（および請求）
　しない旨が記載されている（またはその趣旨を読み取ることができる）契約書の写しを提出することによって、事前着手のための届出書  
　の提出対象から除外できるものとします。
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＜修正＞
・（様式４）事業計画変更承認申請書については、
「増額に関連する費⽤を発注する前」に提出する必要があ
ることを明記した上で、⾚⽂字で強調する形式へ修正した

・（様式４－２）事業計画変更届出書については、①
公演の内容が⼤きく変わる場合、②公演の態様が⼤きく
変わる場合、③公演の会場が変わる場合、④公演の⽇
時が変わる場合のいずれかに該当する場合には「当初の
公演⽇よりも前に」、⑤動画配信開始⽇が変わる場合に
は「当初の配信開始⽇よりも前に」提出する必要があるこ
とを明記した上で、⾚⽂字で強調する形式へ修正した

＜追加＞
P48の例外として

・事業計画変更届出書の提出を公演⽇の後に受け付け
る特例についての説明と、その際の推奨事項および注意事
項に関する記載を追加した

・あらかじめ事業計画変更承認申請書を提出することな
く、確定検査の際に費⽤の提出を可能とする特例について
の説明と、その際の注意事項に関する記載を追加した

48　事業変更

●交付決定された補助対象経費の総額を増額しようとする場合、増額に関連する費用を発注する前に
　（様式４）事業計画変更承認申請書を提出する必要があります。なお、承認の可否は外部審査委員
　会が決定していますので、通常の申請と同様の時間を要します。　
　　　
●増額でない場合であっても、①公演の内容が大きく変わる場合（主要な出演者の変更、演出等の大
　幅な変更等）、②公演の態様が大きく変わる場合（動員人数の大幅な変更、無観客公演への変更等）、
　③公演の会場が変わる場合、④公演の日時が変わる場合のいずれかに該当する場合には、当初の公演
　日よりも前に、⑤動画配信開始日が変わる場合には、当初の配信開始日よりも前に（様式４－２）　
　事業計画変更届出書を提出する必要があります。

（様式４）記載例 （様式４-2）記載例

代表
者印

代表
者印
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＜追加＞
・実績報告を⾏う際のシステム画⾯に関する説明を追加し
た

＜追加＞
・実績報告を⾏う際のシステム画⾯に関する説明を追加し
た
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＜修正＞
・公募要項9ページ参照を追記した

・関連案件管理シートの画⾯キャプチャを修正した

＜修正＞
・精算に関する証拠として「請求書」だけでなく「請求明細
（単価×数量）」が必要であることを明記した

・事前着⼿費⽤として認められた費⽤について、発注書の
「提出」が必須であることを明記した

・発注書について、後⽇確認する場合があるため、提出の
要否に関わらず、必ず保管する必要があることを明記した

・交付額事後調整対象案件の対象外費⽤および収⼊に
関する証憑について、原則提出不要であるが、必要になっ
た際には提出を求める場合があり補助⾦の交付を受けた
年度の終了後5年間保管する必要があることを明記した
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＜修正＞
・補助⾦交付に関する⼀連の通知、帳簿、関係書類及び
領収書等の証拠書類等を、補助⾦の交付を受けた年度
の終了後５年間保管する必要があることを明記した

・プロモーション動画および感染予防対策の証憑となる動
画について、DVDやUSB等で、補助⾦の交付を受けた年
度の終了後5年間保管する必要があることを明記した

＜追加＞
・プレイガイドへ⽀払ったチケット販売⼿数料等の請求と⽀
払に関する証拠書類に関する説明を追加した


